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東京の都市計画道路の概要

人々が集い、遊び、語らう日常生活のコミュニティ空間生活空間

一定規模の宅地を区画する街区を形成する街区形成機能

都市の骨格を形成するとともに、その発展方向や土地利用の方向を規
定する

都市構造・土地利用の誘
導形成

市街地形成
機能

火災等の拡大を遅延・防止するための機能災害防止機能

災害発生時の避難通路や救護活動のための通路としての機能避難・救援機能
都市防災機能

景観、日照等の都市環境保全のための機能都市環境機能

沿道の土地利用のための出入、自動車の駐停車、貨物の積み降ろし等
の沿道サービス機能（アクセス機能）沿道利用機能

人や物質の移動の通行空間としての機能（トラフィック機能）通行機能
交通機能

内 容機能の区分

都市計画道路とは

都市計画道路は、都市を形成する最も基本的な都市基盤

です。

交通、環境、防災などさまざまな機能があり、これらの

機能を十分発揮し、良好な都市形成に寄与するよう計画

しています。

資料）実務者のための新都市計画マニュアルⅡ（（社）日本都市計画学会 編）

～交通機能 のイメージ ～

～都市防災 機能のイメージ ～

～都市環境 機能のイメージ ～

～市街地形成 機能のイメージ ～

■都市計画道路の主な機能
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都市計画道路の分類と配置

•都市計画道路は、広域的な観点から自動車専用道路、主要幹線街路、
都市幹線街路を定め、地域の状況等を踏まえて補助幹線街路、区画街

路等を必要に応じて定めています。

•都市計画道路は、広域的な観点から自動車専用道路、主要幹線街路、
都市幹線街路を定め、地域の状況等を踏まえて補助幹線街路、区画街

路等を必要に応じて定めています。

都市計画道路の分類と機能

資料）実務者のための新都市計
画マニュアルⅡ（（社）日本都
市計画学会 編）

出発地

到着地

区画街路

補助幹線街路

都市幹線
街路

補助幹線街路

区画街路

•道路網は、道路機能に応じて段階的な順序で連結されることにより、道路
ネットワーク全体の交通機能が向上するとともに、日常生活交通やアクセ

ス機能が重視される補助幹線街路や区画街路では、通過交通の排除や

良好な居住環境の保全が可能となります。

•道路網は、道路機能に応じて段階的な順序で連結されることにより、道路
ネットワーク全体の交通機能が向上するとともに、日常生活交通やアクセ

ス機能が重視される補助幹線街路や区画街路では、通過交通の排除や

良好な居住環境の保全が可能となります。

一般的に、都市内交通は宅地から出発して、「宅地
→区画街路→補助幹線街路→都市幹線街路→主
要幹線街路→都市幹線街路→補助幹線街路→区
画街路→宅地」の経路で目的地に至ります。
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武蔵野市

凡 例

完成区間

事業中区間

概成区間

未着手

自動車専用道路完成区間

放射道路

環状道路

補助道路

自動車専用道路事業中区間

区部区部

・区部の都市計画道路は、都市の骨格を形成する幹線街路の放射線・環状線と、それ

を補完する補助線街路などが計画決定されています。

・戦前の震災復興計画などを経て、昭和21年に現在の都市計画道路網の当初計画が

決定され、その後の社会経済情勢の変化等により、昭和25年、昭和39年（環６内

側）、昭和41年（環６外側）、昭和５６年に再検討が行われました。

・現在、放射線は36路線（約363km）、環状線は12路線（約254km）、補助線

街路は329路線（約977km）が計画決定されています。

多摩多摩地域地域

・多摩地域における都市計画道路は、昭和５年の八王子都市計画区域における計画決

定以来、各都市計画区域ごとに計画決定されてきましたが、昭和36年、37年度に

多摩地域全体を見据えた都市計画道路網の見直しを行いました。

・東西、南北方向の主要な幹線道路が多摩地域全体の統一的な幹線網を構成するとと

もに、各都市計画区域に応じて、地域サービスを主体とした幹線街路及び区画街路

が決定されています。

・現在、多摩地域では、自動車専用道路を除く都市計画道路は649路線（約1,428

km）が計画決定されています。

東京都における都市計画道路の概要

•区部では放射線と環状線を基本とし、多摩地域では都市計画区域相互
及び区部との結びつきを考慮して、都市計画道路網を計画しています。

•区部では放射線と環状線を基本とし、多摩地域では都市計画区域相互
及び区部との結びつきを考慮して、都市計画道路網を計画しています。

平成21年3月現在
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都市高速道路都市高速道路

・戦後、自動車交通の混雑緩和や一般街路からの通過交通の排除等を図るため、一般

街路とは分離した平面交差のない自動車専用道路が必要となったことから、昭和

34年に８路線２分岐線（約71ｋｍ）の都市高速道路を都市計画決定しました。

・その後、新路線の追加、既定路線の延伸などを経て、現在、19路線３分岐線（約

226ｋｍ）が計画決定されています。

凡 例

完成区間

事業中区間

構想区間
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地上部街路の概要

地上部街路の概要、経緯

外環ノ２ 幅員 40m 

街路 街路 街路 街路 

高速道路（外環） 

  名称：東京都市計画道路 幹線街路 外郭環状線の２ 
  区間：〔起点〕世田谷区北烏山五丁目（東八道路） 

〔終点〕練馬区東大泉二丁目 （目白通り） 
  延長：約 9km 
  構造：地表式 
  車線：規定なし 
  幅員：40ｍ（標準） 

都市計画の概要 
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地上部街路に関する経緯

昭和４１年７月昭和４１年７月 外環外環本線、本線、地上部街路地上部街路、附属街路、附属街路を都市計画決定を都市計画決定

【地上部街路（外環の２ ）】

・地上部街路（外環の２）は、昭和４１年に高速道路の外

環とともに都内の都市計画道路ネットワークの一部とし

て、外環ルート上に計画決定されました。

・当時、「都市構造の都心集中形態を排除」することを基

本構想とした環状６号線（山手通り）外側の都市計画街

路網の再検討を実施し、外環の２を含め、幹線街路の変

更（85路線）、追加（92路線）が行なわれました。

・外環の２は、高架であった高速道路を収容する空間とし

ての機能を兼ねるとともに、自動車交通の処理、防災性

の向上、環境の確保、ライフラインの収容など多様な機

能を発揮すると共に、地域のまちづくりに寄与すること

を目的としています。

【附属街路】

・附属街路は、高架の高速道路により出入りのできなくなる宅地

の出入りを確保するために、本線の両側に計画されました。

凡 例

地上部街路(外環の２)

附属街路

外環本線

ジャンクション予定箇所

インターチェンジ予定箇所

補助230号線
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昭和６１年１月昭和６１年１月 地上部街路の一部区間地上部街路の一部区間をを廃止廃止（練馬区内）（練馬区内）

・外環本線（関越道～埼玉県境）について、構造形式を高架方式から掘割式に変更し、

車線数を６車線とするとともに、両側に環境施設帯を設置するため、幅員を２３ｍか

ら６４ｍに拡幅する都市計画変更を行いました。

・一方、地上部街路（目白通り～補助２３０号線）、附属街路（補助230号線～埼玉県

境）については、都市計画を廃止しました。

・環境施設帯の中には、植樹帯のほかに、地域のサービス道路、自転車道、歩行者道を

設置することとしました。

変更前

変更後

図 外環本線と地上部街路の都市計画変更前後の断面イメージ
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平成１３年４月平成１３年４月 東京外かく環状道路（関越道～東名高速）の東京外かく環状道路（関越道～東名高速）の

計画のたたき台公表計画のたたき台公表

・外環本線の構造について、高架方式だった自動車専用道路と幹線道路の広域機能を集

約して、全線地下構造の自動車専用道路とするイメージを提示しました。

・また、外環本線を地下構造とした場合の地上部の利用について、検討するためのメ

ニューとして、①公園や歩行空間を整備する場合、②バス路線など公共交通を整備す

る場合、③幹線道路を整備する場合及び④住宅・地域コミュニティを維持する場合の

４つを示しました。
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平成１５年３月平成１５年３月 東京外かく環状道路（関越道～東名高速）に関する東京外かく環状道路（関越道～東名高速）に関する
方針公表方針公表

・高速道路の外環について大深度地下の活用等の方針を公表しました。

平成１７年１月平成１７年１月 外環の地上部街路について基本的な考え方公表外環の地上部街路について基本的な考え方公表

・高速道路の外環を地下化した場合の地上部の取り扱いについて、意見を聴きながら具体

的な検討を進めることとしました。

・地上部の取り扱いについて３つの考え方を示しました。

◆現在の都市計画の区域を活用して道路と緑地を整備

◆都市計画の区域を縮小して車道と歩道を整備

◆代替機能を確保して都市計画を廃止

平成１平成１７７年年９９月月 東京外かく環状道路（関越道～東名高速）に東京外かく環状道路（関越道～東名高速）についてついて
の考え方－計画の具体化に向けて－の考え方－計画の具体化に向けて－ 公表公表

・外環本線は、既定都市計画の位置を基本として、極力、大深度地下を活用し、既存の高
速道路とはジャンクションで接続し、インターチェンジを３ヵ所に設置する案をもとに、
計画を具体化していくことを公表しました。

平成１８年１１月平成１８年１１月 外環の地上部街路について沿線区市への回答外環の地上部街路について沿線区市への回答

・同年１０月の沿線区市の要望に対して、必要性の検証を行う旨の回答しました。

平成１９年４月平成１９年４月 高速道路の外環を高架方式から地下方式に高速道路の外環を高架方式から地下方式に

都市計画変更都市計画変更

・外環本線（東名高速～関越道間）について、沿道環境を保全し、移転等の影響を極力少

なくするため、構造等を嵩上式から地下式に都市計画を変更しました。

・同時に、沿道の地先利用を考慮して計画されている附属街路については、外環本線の地

下化に伴い、その機能が不要となることから廃止しました。

・地上部街路については、住民の意見を聴きながら検討を進め、取扱をとりまとめていく

こととしており、この時点では地上部街路の都市計画は変更していません。
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平成平成２０２０年年３３月月 「外環の地上部の街路について（検討の進め方）」「外環の地上部の街路について（検討の進め方）」

公表公表

・外環の地上部街路について、検討のプロセスや検討の視点を明らかにするため、

「検討の進め方」（パンフレット）を公表しました。

・環境、防災、交通、暮らしの４つの視点で、この道路の必要性やあり方などに

ついて、広く意見を聴きながら検討を進め、都市計画に関する都の方針をとり

まとめていきます。

平成平成２１２１年年４４月月 「対応の方針」公表「対応の方針」公表

・地上部街路の検討に関して、以下の事項を表明しました。

○地上部街路に関する話し合いの場を新たに設け、話し合いを行うこと。

○地域課題検討会でのご意見は、今後の地上部街路の検討に活かしていくこと。

○話し合いについての準備を進め、早期に地元の皆様との話し合いの実現に

努めていくこと。

平成平成２１２１年年８８月月 第１回「武蔵野市における地上部街路に関する第１回「武蔵野市における地上部街路に関する

話し合いの会」開催話し合いの会」開催


